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土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
が

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境

部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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5.9°

起点

別 図

起点：中央市⼀町畑字芋島
652‐1の最北端

回転⾓度：5.9°
起点を通り、東⻄⽅向及び南北⽅向に
引いた線並びにこれらと並⾏して10ｍ
間隔で引いた線により形成された格⼦
を、起点を⽀点としてして右回りに回
転した⾓度

敷地境界線

30ｍ格⼦

単位区画

形質変更時要届出区域


